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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陽極、陰極、並びに放射線を電子及び正孔に変換するための中間直接変換材料であって
、電子は前記陽極によって集めることができ、前記中間直接変換材料は前記陽極と前記陰
極との間に配置され、前記中間直接変換材料は入射面を含み、前記陰極は前記入射面上に
配置される、前記陽極、前記陰極、及び前記中間直接変換材料と、
　集められた前記電子に応じて検出信号を生成するための検出信号生成器と、
　広帯域可視光及び／又は広帯域赤外光である照明光で前記中間直接変換材料を照明する
ための照明器であって、前記照明器は
　　マクロ構造を有する回折板と、
　　放射線の外側に位置し、放射線の経路の外側から照明光を放つ光源と、
　　照明光を前記回折板の側面を介して前記回折板内へと入力させる結合要素であって、
照明光が、前記マクロ構造から出力され、前記陰極内の開口部を前記中間直接変換材料ま
で横断される、前記結合要素と、
を含む、照明器と、
を含む放射線を検出するための検出器であって、
　照明光の波長は、少なくとも１００ｎｍの広さの波長域を含む、
　検出器。
【請求項２】
　前記回折板は、照明光が前記陰極を横断する前に照明光を回折させる、請求項１に記載
の検出器。
【請求項３】
　前記照明器は、前記陽極、前記陰極、及び前記中間直接変換材料に対して移動可能な別
個の要素である、請求項１に記載の検出器。
【請求項４】
　前記照明器は、強度変調モードで前記中間直接変換材料を照明する、請求項１に記載の
検出器。
【請求項５】
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　前記照明器は、生成された検出信号に応じて前記中間直接変換材料を照明する、請求項
１に記載の検出器。
【請求項６】
　前記検出器は、前記中間直接変換材料の分極度を示す分極度値を決定するための分極度
決定ユニットを更に含み、前記照明器は前記分極度値に応じて前記中間直接変換材料を照
明する、請求項１に記載の検出器。
【請求項７】
　前記分極度決定ユニットは、前記陰極から前記陽極に移動するのに電子によって必要と
される時間を測定し、測定された時間に応じて前記分極度値を決定する、請求項６に記載
の検出器。
【請求項８】
　対象体の投影データを生成するための投影データ生成システムであって、前記投影デー
タ生成システムは、
　対象体を横断するための放射線を供給するための放射線源と、
　検出された放射線に応じて検出信号を生成し、生成された前記検出信号に応じて前記投
影データを生成するために、対象体を横断した後に放射線を検出するための請求項１に記
載の検出器とを含む、投影データ生成システム。
【請求項９】
　請求項１に記載の検出器を使用することによって放射線を検出するための検出方法であ
って、前記検出方法は、
　前記陽極と前記陰極との間に配置される前記中間直接変換材料によって放射線を電子及
び正孔に変換するステップであって、電子は前記陽極によって集められる、変換するステ
ップと、
　集められた電子に応じて前記検出信号生成器によって前記検出信号を生成するステップ
と、
　前記照明器により、広帯域可視光及び／又は広帯域赤外光である照明光で前記中間直接
変換材料を照明するステップとを含む、検出方法。
【請求項１０】
　対象体の投影データを生成するための投影データ生成方法であって、前記投影データ生
成方法は、
　対象体を横断するための放射線を放射線源によって与えるステップと、
　請求項１に記載の検出器により、対象体を横断した後に放射線を検出し、検出された放
射線に応じて前記検出信号を生成するステップと、
　生成された前記検出信号に応じて前記投影データを生成するステップとを含む、投影デ
ータ生成方法。
【請求項１１】
　放射線を検出するための検出コンピュータプログラムであって、前記検出コンピュータ
プログラムは、前記検出器を制御するコンピュータ上で実行されるとき、検出方法のステ
ップを請求項１に記載の検出器に実行させるためのプログラムコード手段を含む、検出コ
ンピュータプログラム。
【請求項１２】
　対象体の投影データを生成するための投影データ生成コンピュータプログラムであって
、前記投影データ生成コンピュータプログラムは、前記投影データ生成システムを制御す
るコンピュータ上で実行されるとき、投影データ生成方法のステップを請求項８に記載の
投影データ生成システムに実行させるためのプログラムコード手段を含む、投影データ生
成コンピュータプログラム。
【請求項１３】
　照明光の少なくとも１つの前記波長域は、３８０ｎｍ～７８０ｎｍの間の広帯域可視光
の波長を含む、請求項１に記載の検出器。
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